
建築行政共用デ－タベ－スシステム連絡協議会 

第１回 基準法システムＷＧ 

１ 日 時 平成 25 年 10 月 18 日（金）14:00～16:00 

２ 場 所 大阪府庁咲洲庁舎

３ 出 席 大阪府

ＩＣＢＡ

４ 議  事 

・通知・報告配信システム実証実験の方法（運用方法）

・スケジュール

５ 配付資料 

※２４年度第１回ＷＧ資料を参考配付 

【資料１】郵送本位型について 

【資料２】通知・報告配信システムにおける送受信すべき必須データの

検討について 

【資料３】通知・報告配信システム 利用準備スケジュール （叩き台） 
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１．郵送本位型 について 
 
■送信対象文書と送信形式 
 

○確認審査報告（建築物）の場合 ※経由書類を含む 

文書・書類名 記載事項 報告方法 備考 
表紙（16 号様式） 確認済証番号・年月日 通知配信

システム

（xml）

システム配信にて受領 

建築計画概要書 
第一面・第二面 

 

建築主等の概要、 
建築物及びその敷地に関

する事項 

通知配信

システム

（xml）

指定機関帳簿記載事項を

システムにて送受信 
pdf 化及び送信は不要 

建築計画概要書 
第三面 

付近見取図・配置図 郵送 概要書原本を送付 
※第一・二面含む 

確認申請書 
第四・五面 

建築物別概要、 
建築物の階別概要 

郵送 写し 

チェックリスト  郵送 
 

写し 

構造計算適判結果通知  郵送 写し 
建築工事届  郵送 原本を送付 
浄化槽設置届  郵送 原本を送付 
建築主変更等各種届  郵送 写し 

※計画変更、中間検査、完了検査については上記に準ずる。 

 

■運用ルール 
 

１．表紙（16 号様式）、建築計画概要書第一・二面（確認申請書第一～三面にあたる）のデー

タ送信は、適宜行うものとします。 

２．指定機関が受領し経由して送付する申請者作成の紙原本書類については、原則として郵便

等にて送付するものとします。送付は週１回とし、月～日曜日の間に確認済証を交付し、そ

のデータを送信した物件の書類を、次の月曜日に発送することとします。この際、データの

受信漏れチェックのために、送信物件リストも併せて送付するものとします。 

３．送付された送信物件リストと照合したうえで、送信データを受理します。不足物件が見つ

かった場合、電話等で連絡調整の上、配信システムで再送信していただくこととします。 
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